
対象作業 県内の「さくらんぼ」の収穫及び出荷調整等に関する作業

労働時間上限等

１週間で８時間 かつ 1か月当たり30時間以内

（ただし、平日の場合は１日３時間が上限）

その他の条件

① 土日や祝日、平日早朝･夕方など、勤務時間
外の従事であること

（年次有給休暇を取得しての従事はできません）

② さくらんぼ生産者への補助金交付事務を担当

する等、利害関係が生じるおそれのある職員
でないこと

③ 時給1,500円以下であること

～さくらんぼ生産者の人手不足解消を応援します～

※ 愛称は「チェリサポ」です！

STEP１
営利企業等従事許可申請書を
所属長を経由して総務部に提出

STEP２
許可を受けた後、「やまがた農業
ぷちワーク」のマッチングアプリ
「daywork」で申込み

STEP３
実際の農作業に従事
（終了後、アンケートにご協力をお願いします）

作
業
従
事
の
条
件
等

利
用
の
手
続
き

山形県を象徴する農産物『さくらんぼ』の収穫時期は、人手不足が深刻です。そこで、県では

令和４年度から、県職員が「アルバイト」というかたちで協力しやすい環境を整えています。

仕事さがしは、スマホ一つで申込みができてとっても簡単！しかも1日からOK！

この機会に、業務をやりくりして、さくらんぼの勉強にもなる取組みに参加してみませんか？

今年もはじまります！

やまがたチェリサポ
職員制度

６令和 年
期 間 ５/ （金） / （月）

～３ ７15

『やまがた農業ぷちワーク』の申込みはアプリから！ 登録は簡単、無料です！

やまがた農業ぷちワーク

農業の生産を支える
労働力確保のため、
アプリを通して生産
者と働き手を１日単
位で結ぶ仕組みです。
（山形県がR3年度から

取り組んでいます）

やまがた農業ぷちワーク 検 索

▲詳しくは
▼コチラ

問合せ：農林水産部 農業経営･所得向上推進課 （TEL:023-630-3108）

アプリの
ダウンロードは
コチラから▶

このロゴが目印!
お使いの端末で

QRコードを
読み取ってください。

山 形 県

※ QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です


